
大阪市廃棄物減量等推進審議会 第 4 回手数料あり方検討部会 会議要旨 

 

１ 日 時  平成 21 年 2 月 12 日（木） 午前 10 時から午前 11 時 50 分まで 

 

２ 場 所  大阪市環境局 第 1 会議室（あべのルシアス 12 階） 

 

３ 出席者  （委 員）    

村田部会長、竹内委員、田村委員、藤田委員 

       （大阪市） 

深津環境局企画担当課長、松本環境局収集輸送効率化担当課長、山本環境 

局一般廃棄物規制担当課長、清原環境局企画担当課長代理（司会） 

（関係者） 

        有限責任中間法人大阪市一般廃棄物適正処理協会 東元事務局長 

 

４ 議 題  ごみ処理手数料のあり方について 

・関係者からの意見聴取 

（有限責任中間法人大阪市一般廃棄物適正処理協会からのヒアリング） 

 

５ 議事要旨 

（１）大阪市から「大阪市廃棄物減量等推進審議会 第 4 回手数料あり方検討部会資料（第

3 回部会の整理）」、に基づき説明があった。 

（２）関係者へのヒアリング項目 

   ア 過去、搬入手数料の改定に伴い、排出事業者との契約において増額分の転嫁を円

滑に行うことができましたか。 

イ 排出事業者とのごみ処理の契約について、現在どのような単位（重量、袋数、容

積等）を用いて契約していますか。 

ウ 大阪市のごみ処理手数料量を徴収する基準を重量から容量に変えた場合、許可業

者の契約にどのような影響がありますか。 

エ 有料指定袋制度を実施する場合、指定袋で収集できないごみにはどのようなもの

がありますか、また排出事業者に対して指定袋の使用を徹底するために、どのよう

な啓発･指導方法が有効と考えられますか。 

オ 許可業者にとって、有料指定袋制度はごみ処理手数料改定の際、排出事業者への

転嫁の必要がない制度といえますが、導入のメリット・デメリットについてどのよ

うに考えますか。 

カ 排出量 10kg 未満事業所を有料化した場合、少量の排出事業者について許可業者で

もれなく対応できますか。その際にアパート・マンションの収集は、分別の観点な

どから本市の直営収集（定曜日収集）で対応することになれば、何か問題が生じま

すか。 

（３）関係者の意見等の概要は以下のとおり 

 手数料のあり方の見直しについては、排出事業者に与える影響が大きいことから、

昨今の経済状況も十分踏まえて慎重に検討いただきたいとの意見の後、ヒアリング

項目に対して次のような回答があった。 

   ア 平成 4 年以降の手数料の改定について、改定分の転嫁が円滑に行なわれたとは考

えていない。 



イ 最近は重量制が増えてきているが、契約単位は様々である。 

   ウ 重量計算による契約に基づいて、排出者から収集運搬手数料をいただいている場

合には、料金徴収の基準を容量に変更すると混乱が生じると思う。 

  エ 指定袋での排出が難しい場合として、機械式ごみ貯留装置を設置している建物や、

飲食店等で発生する含水率が高いごみ、袋にあまり入らないダンボールなどがある。 

  また、排出方法変更に係る啓発・指導については、大阪市が時間をかけて根気よ

く行うべきだ。 

  オ 有料指定袋になれば、収集運搬の際の手間が増えることも考えられる。また、業

種によってごみの比重が異なることから排出事業者間に不公平感が生まれることも

想定されるなど、有料指定袋制度はデメリットが多いと思うので慎重な検討をお願

いしたい。 

  カ 現在、無料で大阪市が収集している排出量 10kg 未満事業者のごみを、許可業者が

収集を肩代りすることは、可能と考えている。 

有料指定袋制度の実施の際には、大阪市には適正な運搬料金を提示してほしい。 

    アパート・マンションについては、毎日収集という市民ニーズがある限り今後も

応えていきたい。 

(４) 主な質疑項目は以下のとおり 

ア 排出事業者と許可業者の契約内容と、排出量が変動した場合の取扱いについて 

イ アパート・マンションから排出されるごみについて、毎日収集等の市民ニーズや、

家庭系ごみと事業系ごみの混載など収集状況について 

ウ 有料指定袋制度の問題点（ごみの比重や排出困難なものなど）について 

エ 有料指定袋制度を導入した場合の処理手数料の徴収方法と収集運搬費の取扱いに

ついて  

（５）今後の審議スケジュール 

     次回開催日は未定 

 

６ 会議資料 

(１) 大阪市廃棄物減量等推進審議会  第 4 回手数料あり方検討部会 資料 

(２) ごみ処理手数料の改定のお知らせ（平成 4年 4 月）※ 

（３） ごみ処理料金改定についてのお願い（平成 4年 4月）※ 

（４） ごみ処理手数料について（平成 7年 10 月 1 日）※ 

（５） ごみ処理手数料について（平成 10 年 7月 1日）※ 

（６） ごみ処理手数料の改定について（平成 14 年 8月）※ 

（７） ごみ処理手数料の改定について（平成 18 年 6月）※ 

（８） 新聞掲載内容（平成 18 年 6月 30 日）※ 

（９） 一般廃棄物収集・運搬契約書（非公開）※ 

（10）塵芥処理委託仕様書（非公開）※ 

（11）建物等廃棄物処理業務請負基本契約書（非公開）※ 

（12）廃棄物収集状況写真（1 部非公開）※ 

 

 ※「有限責任中間法人 大阪市一般廃棄物適正処理協会」提出資料 


